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診診
のの
受受
けけ
方方

東
京
土
建
国
保
の
健
診
は
、
保

険
証
の
下
に
つ
い
て
い
る
受
診
券

を
使
用
し
て
、
組
合
員
全
員
と
19

歳
以
上
の
家
族
が
自
己
負
担
な
し

で
受
診
で
き
ま
す
。

受
診
の
方
法
は
、
左
図
の
3
通

り
あ
り
ま
す
。
❶
❷
❸
の
う
ち
、

い
ず
れ
か
の
方
法
で
、
来
年
の
3

月
31
日
ま
で
に
1
回
受
診
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
国
保
組
合
に
登
録

が
あ
る
事
業
所
が
、
受
診
券
を
使

わ
ず
に
事
業
所
健
診
を
実
施
し
、

従
業
員
の
健
診
結
果
を
、
事
業
主

が
国
保
組
合
へ
提
供
し
た
場
合

に
、
1
人
あ
た
り
3
千
円
の
健
診

結
果
提
供
料
が
支
給
さ
れ
る
制
度

も
あ
り
ま
す
。
事
業
所
健
診
を
行

な
っ
て
い
る
事
業
主
の
方
は
、
健

診
結
果
の
提
供
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

受受
診診
券券
のの
注注
意意
事事
項項

受
診
の
際
は
次
の
こ
と
に
注
意

を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
受
診
券
を
利
用
さ
れ
る
方
へ

受
診
券
は
2
0
1
6
年
4
月
1

日
か
ら
2
0
1
7
年
3
月
31
日
ま

で
の
間
に
1
回
使
え
ま
す
。

2
0
1
6
年
度
受
診
券
は
、
う

ぐ
い
す
色
で
「
28
」
（
和
暦
年
度
）

と
記
載
し
て
い
ま
す
。
受
診
券
の

年
度
誤
り
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

住
所
変
更
な
ど
で
保
険
証
の
記

載
情
報
を
変
更
す
る
場
合
、
手
続

の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
り
、
変
更
後

の
保
険
証
と
同
時
に
受
診
券
が
発

行
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
手

続
の
前
に
受
診
券
を
使
用
し
て
健

診
を
受
診
さ
れ
た
方
は
、
新
た
に

発
行
さ
れ
た
受
診
券
を
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
所
属
の
支
部
へ
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

11
面
に
支
部
集
団
健
診
の
日
程

表
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
他
支
部

の
組
合
員
で
も
申
込
み
が
可
能
な

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
日
程
表

を
確
認
の
う
え
、
希
望
す
る
方
は

該
当
す
る
支
部
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

②
節
目
健
診
対
象
者
の
方
へ

節
目
健
診
は
5
年
に
一
度
で

す
。
40
歳
か
ら
5
歳
刻
み
の
方
が

対
象
で
す
。
受
診
券
に
「
★
節
目

健
診
（
人
間
ド
ッ
ク
）
★
」
と
記

載
が
あ
る
方
が
対
象
で
す
の
で
、

ご
確
認
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

対
象
者
は
節
目
健
診
と
東
京
土

建
健
診
の
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
受

診
で
き
ま
す
。支
部
集
団
健
診
や
、

個
別
に
受
け
た
東
京
土
建
健
診
で

受
診
券
を
使
用
し
た
場
合
、
同
一

年
度
内
に
節
目
健
診
を
受
診
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

節
目
健
診
は
、
早
め
の
予
約
と

受
診
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

③
契
約
外
健
診
機
関
（
か
か
り
つ

け
医
）
で
受
診
を
す
る
方
へ

特
定
健
診
の
検
査
項
目
を
受
診

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

契
約
外
健
診
機
関
で
人
間
ド
ッ

ク
を
受
診
し
た
場
合
も
『
健
康
診

査
（
契
約
外
）
補
助
金
申
請
書
』

で
申
請
で
き
ま
す
が
、
補
助
金
額

は
5
千
円
ま
た
は
7
千
円
に
な
り

ま
す
。
（
上
図
参
照
）

健
診
を
受
診
す
る
前
に
、
所
属

の
支
部
や
国
保
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
『
健
康
診
査
（
契
約
外
）

補
助
金
申
請
書
』
を
入
手
し
て
、

必
要
な
検
査
項
目
や
添
付
書
類
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申

請
書
に
つ
い
て
い
る
説
明
書
を
、

必
ず
受
診
時
に
健
診
機
関
へ
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

がが
んん
対対
策策

今
年
度
か
ら
、
対
象
と
な
る
年

齢
の
方
の
健
診
時
の
オ
プ
シ
ョ
ン

検
査
（
胃
が
ん
・
乳
が
ん
・
子
宮

が
ん
・
前
立
腺
が
ん
）
に
、
補
助

を
行
な
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
組
合
員
や
家

族
の
み
な
さ
ん
に
、「
が
ん
検
査
」

を
受
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
準
備

を
す
す
め
て
い
ま
す
。
対
象
と
な

る
健
診
契
約
機
関
は
国
保
組
合
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

・
健
診
契
約
機
関
の
う
ち
、
補
助

を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
4
月
18
日

現
在
53
機
関
で
す
。
申
込
み
の
際

に
電
話
で
お
問
い
あ
わ
せ
く
だ
さ

い・
東
京
土
建
健
診
と
同
時
に
受
け

る
「
が
ん
検
査
」
が
補
助
対
象
と

な
り
ま
す

・
補
助
対
象
外
の
「
が
ん
検
査
」

や
対
象
年
齢
の
方
以
外
は
、
従
来

ど
お
り
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま

す

東
京
土
建
国
保
で
は
、
組
合
員
全
員
と
19
歳
以
上
の
家
族
が
、
自
己
負
担
な
し
で
健
診
を
受
診

で
き
ま
す
。
検
査
項
目
は
身
体
測
定
、
尿
検
査
、
血
液
検
査
、
心
電
図
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
、

大
腸
が
ん
検
査
（
40
歳
以
上
）
な
ど
、
30
項
目
以
上
の
充
実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
年
に

一
度
の
健
診
を
受
け
て
、
自
分
の
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

【
西
東
京
・
電
気
・
髙
橋
由
次
さ

ん
】毎

年
夫
婦
で
東
京
土
建
健
診
を

受
け
て
い
ま
す
。
60
歳
の
と
き
に

支
部
で
健
診
を
申
し
込
ん
だ
ら
、

書
記
の
方
か
ら
自
分
が
5
年
に
一

度
の
節
目
健
診
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
聞
き
、
初
め
て
節
目

健
診
を
申
込
み
ま
し
た
。

後
日
健
診
の
結
果
が
届
い
て
、

中
身
を
見
た
ら
、
腎
臓
（
じ
ん
ぞ

う
）
の
数
値
が
と
て
も
悪
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
主
治
医
の
先

生
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
ま

ま
放
っ
て
お
く
と
腎
不
全
に
な
り

透
析
が
必
要
に
な
る
な
ど
、
と
て

も
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
言
わ
れ

た
の
で
、
食
事
療
法
を
始
め
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

腎
臓
に
関
す
る
食
事
療
法
は
、

タ
ン
パ
ク
質
や
塩
分
の
摂
取
を
極

力
抑
え
る
こ
と
で
す
。
ま
ず
主
食

の
米
や
パ
ン
は
、
タ
ン
パ
ク
質
を

除
去
し
た
も
の
を
食
べ
て
い
ま

す
。
肉
や
魚
、
豆
腐
や
納
豆
な
ど

も
、
ど
れ
く
ら
い
の
タ
ン
パ
ク
質

が
含
ま
れ
て
い
る
か
を
気
に
し
て

食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
若
い
頃
か
ら
高
血
圧
で

塩
分
を
控
え
る
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
た
の
で
、
献
立
を
考
え
る
の
が

と
て
も
大
変
で
す
が
、
妻
が
全
面

的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
ま
す
の

で
、
と
て
も
助
か
っ
て
い
ま
す
。

私
は
健
診
を
受
け
た
こ
と
で
命
が

長
ら
え
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
全
体
が
高
齢
化
し
て
お

り
、
医
療
費
が
年
々
増
大
し
て
い

ま
す
。
す
べ
て
の
組
合
員
が
自
分

の
か
ら
だ
に
気
を
付
け
て
、
な
る

べ
く
医
療
費
が
掛
か
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
が
土
建
国
保
を
守
る

こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

車
に
車
検
が
あ
る
よ
う
に
、
人

の
か
ら
だ
も
定
期
的
な
検
査
が
必

要
で
す
。
東
京
土
建
国
保
に
加
入

さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ん
は
、
年
に

1
回
の
健
診
が
自
己
負
担
な
し
で

受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
積
極
的
に

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

髙橋 由次さん

健健
診診
をを
受受
けけ
てて
よよ
かか
っっ
たた

健
診
で
早
期
発
見
・
早
期
治
療

自
分
に
合
っ
た
方
法
で
受
診
を
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国
保
組
合
は
、
2
0
1
6
年
4

月
1
日
け
ん
せ
つ
プ
ラ
ザ
東
京
で

第
1
1
5
回
組
合
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

任
期
満
了
に
よ
り
理
事
・
監
事

の
改
選
を
行
な
い
、
次
の
方
々
を

選
出
し
ま
し
た
。

任
期
は
、
2
0
1
6
年
4
月
2

日
か
ら
2
0
1
7
年
4
月
1
日
ま

で
の
1
年
間
で
す
。

理
事
長

宮
田

清
志

（
村
山
大
和
）

副
理
事
長丸

山

篤
義

（
多
摩
・
稲
城
）

専
務
理
事
・
法
令
遵
守
担
当
理
事

北
川
誠
太
郎
（
本
部
）

常
務
理
事大

野

史
（
本
部
）

濵
中

仁
（
国
保
）

理
事

朝
倉

法
明

（
小
金
井
国
分
寺
）

窪
田

直
彦
（
足
立
）

齋
藤

誠
（
台
東
）

佐
藤

豊
（
目
黒
）

白
滝

誠
（
本
部
）

中
村

隆
幸
（
杉
並
）

西
田

浩
人
（
世
田
谷
）

原
沢

修
（
豊
島
）

平
井

保
（
江
戸
川
）

松
丸

一
雄
（
江
東
）

松
本

久
人
（
江
戸
川
）

監
事

中
村

哲
郎
（
本
部
）

横
沢

勉
（
大
田
）

顧
問

岸

由
明
（
足
立
）

小
番

徹
（
本
部
）

島
原

孝
（
足
立
）

徳
森

岳
男
（
本
部
）

年
森

隆
広
（
本
部
）

人
見

大
（
板
橋
）

芳
井

武
（
葛
飾
）

渡
邉

輝
明
（
本
部
）

渡
辺

義
久

（
三
鷹
武
蔵
野
）

（
役
職
別
・
五
十
音
順
・
敬
称
略
）

宮
田
清
志
理
事
長

丸
山
篤
義
副
理
事
長
を
再
任
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